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田
中
し
ゅ
ん
す
け

（
自
民
党
）

地
域
包
括
ケ
ア
に
つ
い
て
問
う

問
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
け
る
医

療
・
介
護
連
携
を
進
め
る
た
め
区

の
積
極
的
関
与
が
必
要
。
見
解
は
。

答
小
地
域
ケ
ア
会
議
に
区
が
広

く
関
わ
る
と
と
も
に
、
医
療
・
介

護
の
切
れ
目
な
い
提
供
を
め
ざ
し
、

連
携
を
深
め
て
い
き
た
い
。

問
大
谷
口
お
と
し
よ
り
相
談
セ

ン
タ
ー
の
案
内
表
示
が
わ
か
り
づ

ら
い
。
わ
か
り
や
す
い
表
示
と
な

る
よ
う
検
討
す
べ
き
で
は
。

答
利
用
者
の
意
見
を
参
考
に
、

運
営
法
人
と
検
討
を
進
め
た
い
。

板
橋
駅
西
口
駅
前
広
場
を
問
う

問
再
整
備
の
検
討
部
会
の
参
加

者
は
、
道
路
形
状
や
線
形
も
含
め
、

自
由
な
提
案
が
で
き
る
と
考
え
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
見
解
は
。

答
道
路
形
状
は
法
的
制
約
や
警

察
な
ど
と
の
協
議
に
よ
り
決
定
し

た
。
改
め
て
丁
寧
に
説
明
し
た
い
。

小
中
一
貫
校
の
学
年
名
称
を
問
う

問
小
中
一
貫
校
の
中
学
校
の
学

年
名
称
を
7
・
8
・
9
年
生
と
変

更
す
る
の
は
い
つ
か
ら
か
。

答
学
年
名
称
の
変
更
は
現
在
検

討
中
で
あ
る
が
、
令
和
2
年
度
か

ら
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

防
災
無
線
に
つ
い
て
問
う

問
台
風
の
際
に
防
災
無
線
の
放

送
が
聞
き
取
り
づ
ら
い
と
の
地
域

の
声
を
多
数
聴
く
が
、
対
策
は
。

答
雨
音
に
よ
り
放
送
が
聞
き
取

り
づ
ら
か
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

電
話
応
答
サ
ー
ビ
ス
の
回
線
数
の

増
強
や
、
情
報
伝
達
手
段
の
多
重

化
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

茂
野
善
之

（
自
民
党
）

区
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
問
う

問
福
祉
費
の
増
加
を
止
め
な
け

れ
ば
、
区
財
政
は
ま
す
ま
す
厳
し

く
な
る
と
考
え
る
が
区
の
見
解
は
。

答
新
た
な
施
策
の
余
地
が
少
な

く
な
る
と
い
う
点
で
は
数
値
の
改

善
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
中
・

長
期
的
な
視
点
で
、
不
断
の
改
革

に
よ
り
対
応
し
て
い
く
。

聖
火
リ
レ
ー
に
つ
い
て
問
う

問
東
京
2
0
2
0
大
会
の
聖
火

リ
レ
ー
が
板
橋
を
走
る
際
に
、
セ

レ
モ
ニ
ー
を
行
う
べ
き
で
は
。

答
ミ
ニ
セ
レ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
の

実
施
要
望
を
都
や
組
織
委
員
会
へ

働
き
か
け
て
お
り
、
実
施
に
向
け

て
検
討
を
進
め
て
い
る
。

区
民
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
設
立
を

問
板
橋
に
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
設

立
を
希
望
す
る
が
、
決
意
は
。

答
文
化
・
国
際
交
流
財
団
や
民

間
の
弦
楽
の
楽
団
と
意
見
交
換
を

行
い
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

児
童
相
談
所
の
課
題
を
問
う

問
新
宿
区
で
は
人
材
確
保
が
困

難
で
あ
る
こ
と
か
ら
児
童
相
談
所

の
開
設
を
延
期
し
た
。
区
は
人
材

確
保
の
目
途
が
立
っ
て
い
る
の
か
。

答
児
童
福
祉
司
な
ど
の
専
門
職

を
都
や
児
童
相
談
所
へ
派
遣
し
、

経
験
を
積
ま
せ
て
お
り
、
一
定
の

目
途
が
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

問
児
童
相
談
所
設
置
に
向
け
た

財
政
的
な
課
題
に
つ
い
て
考
え
は
。

答
国
や
都
に
よ
る
財
源
措
置
を

活
用
す
る
と
と
も
に
、
財
政
支
援

の
拡
充
に
つ
い
て
も
特
別
区
長
会

を
通
じ
て
要
望
し
て
い
く
。

佐
々
木
と
し
た
か

（
自
民
党
）

令
和
2
年
度
予
算
を
問
う

問
区
長
が
選
挙
で
訴
え
た
中
で
、

令
和
2
年
度
に
最
も
重
点
的
に
取

り
組
も
う
と
考
え
る
施
策
は
。

答
子
育
て
支
援
、
Ａ
Ｉ
Ｐ
の
充

実
、
東
上
線
の
立
体
化
を
は
じ
め

と
し
た
ま
ち
づ
く
り
な
ど
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
を
見
据
え
総
合
的
に
取
り
組
む
。

生
活
保
護
と
健
康
管
理
を
問
う

問
予
防
を
は
じ
め
、
重
症
化
を

防
ぐ
早
期
発
見
・
早
期
治
療
が
重

要
と
考
え
る
。
生
活
保
護
受
給
者

の
重
症
化
予
防
の
取
組
み
は
。

答
嘱
託
医
や
健
康
管
理
支
援
員

と
連
携
し
た
支
援
や
、
糖
尿
病
重

症
化
予
防
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

東
武
東
上
線
連
続
立
体
化
を
問
う

問
区
と
地
元
の
代
表
を
含
む
立

体
化
に
関
す
る
会
議
体
を
設
置
し
、

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
べ
き
で
は
。

答
地
域
特
性
に
応
じ
た
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
に
も
、
地
域

住
民
と
の
検
討
が
必
要
と
考
え
る
。

産
業
見
本
市
の
開
催
場
所
を
問
う

問
例
年
の
会
場
と
し
て
い
る
東

板
橋
体
育
館
が
大
規
模
改
修
の
予

定
で
あ
る
。
令
和
2
年
度
の
開
催

に
つ
い
て
検
討
状
況
は
。

答
文
化
会
館
、
グ
リ
ー
ン
ホ
ー

ル
に
会
場
を
変
更
す
る
方
向
で
例

年
ど
お
り
11
月
に
実
施
し
た
い
。

在
宅
投
票
の
促
進
と
簡
素
化
を

問
郵
便
投
票
は
投
票
ま
で
の
手

続
き
が
複
雑
で
あ
る
。
制
度
の
簡

素
化
が
必
要
と
考
え
る
が
見
解
は
。

答
法
令
に
定
め
が
あ
り
簡
素
化

す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
工
夫
・

改
善
策
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

い
し
だ
圭
一
郎

（
公
明
党
）

渋
沢
栄
一
を
題
材
に
し
た
観
光
振

興
を
求
め
て

問
区
に
深
い
ゆ
か
り
の
あ
る
渋

沢
栄
一
を
題
材
に
、
偉
業
の
顕
彰

と
観
光
振
興
に
取
り
組
ん
で
は
。

答
今
後
、
関
係
団
体
と
連
携
し

な
が
ら
、
取
組
み
を
検
討
す
る
。

ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
費

用
の
助
成
を
問
う

問
国
が
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ

ン
を
定
期
接
種
化
す
る
方
針
を
決

め
た
が
、
今
後
の
区
の
取
組
み
は
。

答
開
始
予
定
の
令
和
2
年
10
月

に
合
わ
せ
、
医
師
会
と
の
調
整
な

ど
必
要
な
準
備
を
確
実
に
進
め
る
。

高
齢
者
の
移
動
支
援
を
求
め
て

問
西
東
京
市
で
は
巡
回
タ
ク
シ

ー
に
よ
る
移
動
支
援
の
実
証
実
験

を
行
っ
た
。
区
に
お
い
て
も
、
補

助
第
26
号
線
の
開
通
ま
で
の
間
、

巡
回
タ
ク
シ
ー
を
導
入
し
て
は
。

答
同
市
の
検
証
結
果
を
踏
ま
え
、

今
後
の
検
討
に
い
か
し
て
い
く
。

田
中
い
さ
お

（
公
明
党
）

台
風
19
号
に
伴
う
避
難
所
運
営
を

問
う問

区
の
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
風

水
害
の
視
点
が
欠
け
て
い
な
い
か
。

答
風
水
害
に
特
化
し
た
も
の
で

は
な
い
た
め
、
今
後
見
直
し
を
行

っ
て
い
く
。

校
則
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開
を
求

め
て問

校
則
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公

開
し
、
保
護
者
や
生
徒
の
意
見
を

踏
ま
え
、
現
代
に
合
っ
た
も
の
に

変
更
す
べ
き
で
は
。

答
生
徒
や
保
護
者
と
共
通
理
解

を
図
っ
て
い
く
た
め
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
の
公
開
が
必
要
と
認
識
。

中
学
校
の
集
団
検
診
を
問
う

問
一
部
の
中
学
校
の
集
団
検
診

で
は
、
上
半
身
裸
で
行
っ
て
い
る

と
聞
く
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
配

慮
に
欠
け
た
対
応
で
は
な
い
か
。

答
他
の
自
治
体
を
参
考
に
、
改

善
を
図
っ
て
い
く
。

な
ん
ば
英
一

（
公
明
党
）

地
域
型
保
育
施
設
卒
園
児
の
対
応

を
問
う

問
3
歳
以
降
の
行
き
先
に
多
く

の
保
護
者
が
不
安
を
抱
え
て
い
る
。

ど
う
改
善
す
る
か
。

答
令
和
2
年
度
か
ら
他
の
申
込

者
よ
り
先
に
入
所
を
決
定
す
る
先

行
利
用
調
整
を
実
施
す
る
。

地
域
包
括
ケ
ア
を
問
う

問
和
歌
山
県
田
辺
市
の
事
例
を

参
考
に
、
医
療
介
護
連
携
が
円
滑

に
な
る
よ
う
改
善
で
き
な
い
か
。

答
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る

会
議
で
議
論
を
深
め
、
実
践
に
つ

な
が
る
成
果
を
あ
げ
て
い
き
た
い
。

い
た
ば
し
版
ネ
ウ
ボ
ラ
に
お
け
る

個
別
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
問
う

問
関
係
す
る
各
課
の
役
割
を
見

え
る
化
し
、
チ
ー
ム
で
支
援
を
す

る
体
制
を
構
築
す
べ
き
。
見
解
は
。

答
支
援
の
履
行
と
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
が
確
実
に
な
さ
れ
る
よ
う
な

仕
組
み
づ
く
り
の
検
討
を
進
め
る
。

竹

内

愛

（
共
産
党
）

避
難
所
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
問
う

問
国
の
28
年
の
指
針
改
定
を
踏

ま
え
、
備
品
の
あ
り
方
や
物
品
な

ど
を
改
定
す
べ
き
で
は
。

答
改
め
て
検
証
が
必
要
と
考
え

て
お
り
、
必
要
が
あ
れ
ば
地
域
防

災
計
画
な
ど
の
修
正
を
検
討
す
る
。

超
過
勤
務
の
是
正
を
求
め
て

問
人
員
を
減
ら
し
て
超
過
勤
務

が
増
え
る
職
場
、
人
員
を
増
や
し

て
も
超
過
勤
務
が
増
え
て
い
る
職

場
が
あ
る
が
、
適
正
な
定
数
管
理

を
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
。

答
人
員
査
定
結
果
は
、
限
り
あ

る
人
的
資
源
を
効
率
的
・
効
果
的

に
分
配
し
た
結
果
と
認
識
。

保
育
の
重
大
事
故
防
止
を
求
め
て

問
保
育
施
設
の
指
導
検
査
結
果

を
対
象
園
ご
と
に
公
表
す
べ
き
。

答
希
望
園
に
入
園
で
き
る
環
境

で
は
な
い
現
状
で
は
、
公
表
す
る

こ
と
で
保
護
者
に
不
安
感
を
与
え

る
懸
念
が
あ
る
。
他
自
治
体
で
は

施
設
名
お
よ
び
指
摘
内
容
を
公
表

し
て
い
る
状
況
も
あ
り
、
引
き
続

き
検
討
し
て
い
き
た
い
。

Ｕ
Ｄ
Ｃ
Ｔ
ａ
ｋ
に
つ
い
て
問
う

問
ま
ち
づ
く
り
ニ
ュ
ー
ス
や
活

動
報
告
書
を
何
部
印
刷
し
て
ど
こ

に
配
布
し
た
の
か
。

答
随
時
配
布
し
て
い
る
た
め
、

印
刷
部
数
は
把
握
し
て
い
な
い
。

か
な
ざ
き
文
子

（
共
産
党
）

保
育
事
業
の
公
的
責
任
を
求
め
て

問
弥
生
保
育
園
は
4
年
間
で
民

営
化
す
る
計
画
だ
が
、
保
護
者
の

理
解
を
得
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
。

答
民
営
化
へ
の
理
解
・
協
力
を

得
る
た
め
最
大
限
努
力
す
る
。

問
利
用
期
間
満
了
前
に
民
営
化

す
る
の
は
、
入
所
承
諾
通
知
書
の

内
容
に
反
す
る
の
で
は
。

答
同
様
の
事
例
が
あ
り
、
保
護

者
の
理
解
が
最
も
重
要
と
認
識
。

問
改
め
て
再
整
備
方
針
の
見
直

し
を
求
め
る
が
、
見
解
は
。

答
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
方
針

の
見
直
し
は
考
え
て
い
な
い
。

東
武
東
上
線
高
架
化
計
画
を
問
う

問
地
域
住
民
の
地
下
化
の
要
望

を
都
に
伝
え
、
要
望
し
た
の
か
。

答
連
続
立
体
交
差
事
業
の
早
期

実
現
を
望
ん
で
お
り
高
架
化
ま
た

は
地
下
化
を
求
め
る
考
え
は
な
い
。

問
相
模
鉄
道
の
構
造
形
式
の
検

討
項
目
同
様
、
地
域
住
民
の
要
望
、

環
境
問
題
を
含
め
て
検
証
す
べ
き
。

答
住
民
要
望
は
認
識
し
て
い
る
。

早
期
実
現
を
め
ざ
す
た
め
、
都
の

意
向
に
沿
い
事
業
を
推
進
す
る
。

問
側
道
の
地
権
者
へ
事
前
に
個

別
説
明
を
し
た
の
か
。
説
明
を
し

て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
高
架
化

計
画
を
再
検
討
す
べ
き
。

答
30
年
2
月
の
説
明
会
以
前
に
、

個
別
説
明
は
し
て
い
な
い
。

高
沢
一
基

（
民
主
ク
ラ
ブ
）

防
災
対
策
に
つ
い
て
問
う

問
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
充

電
用
に
、
小
電
力
の
非
常
用
電
源

の
避
難
所
へ
の
配
備
を
。

答
蓄
電
池
や
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル

な
ど
の
導
入
を
含
め
て
検
討
す
る
。

問
危
機
管
理
能
力
の
向
上
の
た

め
、
退
職
幹
部
自
衛
官
を
常
勤
の

部
課
長
に
採
用
し
て
は
。

答
職
員
が
危
機
管
理
の
ノ
ウ
ハ

ウ
を
学
ぶ
こ
と
は
重
要
と
認
識
。

他
区
の
状
況
を
確
認
し
研
究
す
る
。

キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
に
つ
い
て
問
う

問
学
校
施
設
開
放
で
指
導
員
の

も
と
行
え
る
よ
う
、
体
制
構
築
を
。

答
利
用
者
の
安
全
を
確
保
し
な

が
ら
、
方
策
を
検
討
す
る
。

中
妻
じ
ょ
う
た

（
民
主
ク
ラ
ブ
）

台
風
19
号
対
応
を
踏
ま
え
防
災
に

つ
い
て
問
う

問
避
難
方
針
策
定
の
た
め
、
緊

急
放
流
に
関
す
る
具
体
的
な
情
報

が
必
要
。
国
に
提
供
を
求
め
て
は
。

答
下
流
域
の
水
位
へ
の
影
響
は
、

降
雨
の
範
囲
や
強
度
な
ど
に
よ
り

判
断
す
る
た
め
、
放
出
水
量
を
確

認
し
て
も
活
用
が
困
難
で
あ
る
。

問
災
害
時
に
首
長
が
ツ
イ
ッ
タ

ー
を
使
い
、
拡
散
力
を
い
か
し
た

情
報
発
信
や
呼
び
か
け
を
行
っ
た

例
が
あ
る
。
区
長
も
活
用
し
て
は
。

答
災
害
情
報
の
発
信
の
た
め
ツ

イ
ッ
タ
ー
は
活
用
す
べ
き
と
認
識
。

し
か
し
区
長
は
指
揮
を
と
る
た
め
、

直
接
使
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

長
瀬
達
也

（
市

民
）

本
庁
舎
周
辺
の
施
設
再
編
を
問
う

問
旧
保
健
所
跡
地
の
活
用
に
つ

い
て
、
区
民
の
声
を
聞
い
た
の
か
。

ま
た
今
後
聞
く
機
会
を
設
け
る
か
。

答
区
民
説
明
会
で
聞
い
た
意
見

を
踏
ま
え
て
検
討
を
進
め
、
再
編

方
針
を
固
め
た
。
今
後
説
明
会
の

開
催
予
定
は
な
い
が
、
適
切
な
時

期
に
進
捗
状
況
を
報
告
す
る
。

フ
レ
ン
ド
セ
ン
タ
ー
の
現
状
は

問
教
材
や
消
耗
品
の
予
算
が
年

間
28
万
円
程
度
で
あ
る
。
少
な
い

と
思
わ
れ
る
が
、
現
状
は
。

答
区
独
自
の
教
材
を
活
用
す
る

な
ど
、
経
費
削
減
に
努
め
て
い
る
。

ま
た
廃
材
を
工
作
に
利
用
し
、
資

源
活
用
の
視
点
を
教
育
に
取
り
入

れ
て
い
る
。

井
上
温
子

（
無
所
属
の
会
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
問
う

問
社
会
福
祉
協
議
会
の
運
営
は

基
本
理
念
か
ら
外
れ
、
後
退
で
は
。

答
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
自
主
的
な
運
営
を

め
ざ
す
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。

問
関
与
の
み
が
自
主
的
な
の
か
。

答
運
営
は
4
者
協
議
で
検
討
。

問
基
本
構
想
に
は
協
働
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
は
業
務
の
一
翼
を
担
う
と
あ

る
が
。
見
解
は
。

答
基
本
構
想
の
規
定
と
現
状
が

合
致
し
て
い
な
い
と
認
識
。

問
あ
り
方
検
討
は
限
ら
れ
た
人

で
検
討
せ
ず
オ
ー
プ
ン
に
実
施
を
。

答
意
見
を
役
員
会
に
伝
え
、
方

法
や
計
画
を
誠
実
に
検
討
。

こ
ん
ど
う
秀
人

（
無
所
属
議
員
）

生
活
保
護
受
給
者
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送

受
信
料
免
除
申
請
に
つ
い
て
問
う

問
受
信
料
免
除
の
案
内
を
す
る

際
に
渡
し
て
い
る
免
除
申
請
書
が

契
約
書
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
か
ら

意
に
反
し
て
契
約
を
交
わ
す
例
が

あ
る
。
改
善
で
き
な
い
か
。

答
区
は
受
信
契
約
に
関
与
す
る

こ
と
は
な
い
が
、
免
除
制
度
に
つ

い
て
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
引
き

続
き
丁
寧
に
説
明
し
て
い
く
。

30
年
度
決
算
に
対
す
る

総
括
質
問（
要
旨
）

30
年
度
決
算
に
対
す
る

総
括
質
問（
要
旨
）

（
答
弁
者
は
各
担
当
部
長
）

（
答
弁
者
は
各
担
当
部
長
）


